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　大学・短期大学・高等専門学校・高等学校等で学ぶために、学生本人に貸与します。

　大学・短期大学・大学院・高等専門学校・専修学校（専門課程）、海外留学で学ぶために
必要な費用が保護者に対して融資されます。

　大学院・大学・短期大学・高等専門学校・専修学校（専門課程）で学ぶ学生に対し、奨学
金の貸与を行っています。また、住民税非課税およびそれに準ずる世帯を対象に給付奨学金を
支給します。

● 問い合わせ窓口●　　在学している学校

● 問い合わせ窓口●　日本学生支援機構（奨学金相談センター）　☎0570-666-301　　　

● 問い合わせ窓口●　日本政策金融公庫岐阜支店　☎263-2136

● 問い合わせ窓口●　日本財団　☎（03）6229-5111

　「まごころ奨学金」とは、保護者が交通事故、詐欺被害、傷害といった理不尽な犯罪に遭遇し、
経済的に不安定となった家庭の子どもを対象とした給付型の制度です。

まごころ奨学金

○形　式　  給付
○期　間　  在学する学校の正規の修学期間（申請は随時受付）
○給付額

専修学校高等課程
特別支援学校高等部

高等学校
高等専門学校３年以下

月　額 入学一時金 月　額 入学一時金

大学院
大学・短期大学
高等学校４年以上
専修学校専門課程 

300,000円５0,000円

300,000円５0,000円

国立・公立
１７,000円

50,000円
私立
25,000円

岐阜県奨学金

日本学生支援機構奨学金

国の教育ローン
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